
                    

板橋区子育て世帯訪問支援事業実施要綱  

令和７年３月 27日区長決定 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第６条の３第１９号に規定する子育て世帯訪

問支援事業（以下「本事業」という。）として、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、

妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴す

るとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高ま

りを未然に防ぐことを目的とする。 

（実施主体） 

第２条 本事業の実施主体は、板橋区（以下「区」という。）とする。 

２ 区は、区長が認める事業者に対し、本事業の実施を委託できるものとする。 

（対象者） 

第３条 本事業の支援対象は、区内に住所を有し、児童や保護者または妊婦からの相談や、庁内の関係部署

及び関係機関からの情報提供・相談等により把握され、本事業による支援が必要であると区長が認めた、

次に掲げる状態にある者を対象とする。 

（１）保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのあ  

る保護者 

（２）食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要 

と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者 

（３）若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及び

それに該当するおそれのある妊婦 

（４）その他、事業の目的に鑑みて、区長が本事業による支援が必要と認める者（支援を要するヤングケア

ラー等を含む。） 

（支援の内容） 

第４条 本事業の内容は、次の各号に掲げるところによる。 

（１）家事支援（食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行、サポート等） 

（２）育児・養育支援（育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等） 

（３）子育て等に関する不安や悩みの傾聴及び相談・助言（保護者に寄り添い、エンパワメントするための

助言等。なお、保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。） 

（４）地域の子育て支援施策等に関する情報提供 

（５）支援対象者及び児童の状況・養育環境の把握及び区長への報告 

（訪問支援者） 



                    

第５条 支援を行う訪問支援者は、以下のいずれの要件を満たし、本事業による支援を適切に行う能力を有

する者とする。 

（１）第１１条に規定する研修の内容を踏まえた区長が適当と認める研修を修了した者 

（２）次のアからウまでに掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

（平成１１年法律第５２号）その他国民の福祉に関する法律（児童福祉法施行令（昭和２３年政令第 

７４令）第３５条の５各号に掲げる法律に限る。）の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

ウ 児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）第２条に規定する児童虐待又は児童福

祉法第３３条の１０に規定する被措置児童等虐待を行った者 

（申請） 

第６条 本事業による支援が必要な対象者（以下「利用対象者」という。）は、支援の利用及び必要に応じ

て利用料の免除について区長に申請しなければならない。 

（決定） 

第７条 区長は、前条の規定に基づく利用対象者の申請を受けたときは、利用対象者の属する世帯の状況及

び児童の置かれている状況の調査を行い、支援対象者とするかについて決定する。 

２ 区長は、前項の規定により養育支援が必要な家庭と判断したときは、支援目標、支援内容、支援方法、

スケジュール等を含む子育て世帯訪問支援事業支援計画書（以下「支援計画書」という。）を作成する。 

３ 区長は、前項までの規定により利用対象者として決定した場合は、利用料の免除の可否についても決定

し、申請者に通知する。 

（費用負担） 

第８条 利用対象者が、本事業の利用に際し要する経費は、利用対象者の負担とする。 

（利用料の免除） 

第９条 区長は、利用対象者が次の各号のいずれかに該当する場合、利用料を免除することができるものと

する。 

（１）利用対象者の属する世帯が、災害等不時の事故により生活が困難になったとき。 

（２）利用対象者として決定された日現在、利用対象者が属する世帯が生活保護受給中であるとき。 

（３）利用対象者の配偶者が、少年院その他これらに準ずる施設に収容されているとき又は監獄・労役場若

しくはその他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 

（４）利用対象者として決定された日の当該年度の賦課期日現在において、利用対象者の属する世帯が非課 

税世帯であるとき。 



                    

（５）利用対象者の属する世帯が板橋区就学援助費支給要綱（昭和 59年 4月 1日区長決定）に基づく就学

援助費を受給中であるとき。 

（６）前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。 

（７）その他、区長が必要であると認めたとき。 

（事業の実施） 

第１０条 利用対象者として決定した者は、区長が別に指定する保健福祉サービス事業者（以下「事業者」 

という。）から、支援計画に基づく保健福祉サービス事業の提供を受ける。 

２ 前項の場合において、当該保健福祉サービス事業の利用時間、利用回数又は利用対象期間に限度が設け

られているときであって、当該利用時間、利用回数又は利用対象期間では第１条に定める目的を達成でき

ないときには、当該目的を達成するのに必要な限りにおいて、当該利用時間、利用回数又は利用対象期間

を上回ることができる。 

（訪問支援者への研修） 

第１１条 区長は、事業者に対し、訪問支援者に対する適切な研修を実施させるものとする。 

２ 事業者は、支援に従事する者に対し、次に掲げる事項についての研修を実施するものとする。この場合

において、実施に当たっては、家庭訪問の同行や支援場面を想定した実技指導等を組み込む等、訪問の内

容及び質の向上に努めるものとする。ただし、他の研修等の修了をもって習得できると区長が判断した部

分については、省略しても差し支えないものとする。 

（１）事業の目的、内容及び支援の方法 

（２）個人情報の適切な管理、守秘義務等 

（３）救急救命講習及び事故防止に関する講習（安全チェックリストの活用、ヒヤリハット事例の検証等を

内容とするもの）  

（事業の取消し） 

第１２条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。 

（１）事業の決定を受けた対象者が、利用目的に反する行為をしたとき。 

（２）事業の決定を受けた対象者が、事業者の指導に従わないとき。 

（３）前２号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めたとき。 

（様式） 

第１３条 この要綱の施行について、必要な様式は子ども家庭総合支援センター所長が別に定める。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭総合支援センター所長が別に定める。 

（付 則） 

１ この要綱は、令和７年４月 1日より施行する。 



                    

２ 禁錮の刑に処せられた者に対する第５条の規定の適用については、同条第２号ア中「拘禁刑」とあるも

のは、「禁錮」と読み替えるものとする。 


